
◆ 科目名 関係法規 単位数（２）・科目時間数（ ４５ ）時間 

単元名        単元時間  ４５H 開講時期２０２３年４月予定 講師名 柏木 良幸 

【科目目標】 

 １．医療従事者に必要な基本的な法律を理解できる。 

 ２．職務遂行に伴う法的責任について理解できる。 

 ３．看護専門職者が協働する医療職者の業務を説明できる。 

 ４．看護の倫理綱領に基づき職務内容の理解ができる。 

 【授業内容】  

 １．看護関係法規とは 

１）法の概念 

 ２）衛生法 

 ３）厚生労働行政のしくみ 

 

２．看護に関わる法 

 １）保健師助産師看護師法 

  （１）目的・定義 

  （２）保健師助産師看護師法の構造と附 

属法令 

  （３）免許・試験 

  （４）学校・養成所 

  （５）業務 

  （６）研修 

  （７）義務・医療過誤・罰則 

 ２）看護師等の人材確保の促進に関する法 

   律 

 ３）看護職の行動指針 

  （１）看護の倫理綱領 

 

３．医療に関する法 

 １）医療法 

２）医療関係資格法 

 ３）医師法 

 ４）歯科医師法 

 ５）薬剤師法 

 ６）医療関係資格法 

 ７）保健衛生福祉資格法 

 

４．医療を支える法 

 １）医療・介護の提供体制に関する法 

 ２）移植医療に関する法 

３）地域振興における看護の役割に関する 

   法 

 ４）人の死に関する法 

 ５）緊急時の看護・医療に関する法 

 

５．地域保健衛生に関わる法 

１）共通保健法 

 （１）地域保健法 

 （２）健康増進法 

２）分野別保健法 

 （１）精神保健及び精神障害者福祉に 

関する法律 

 （２）母子保健法・母体保護法 

 （３）学校保健安全法 

 （４）がん対策基本法 

 （５）肝炎対策基本法 

 （６）自殺対策基本法 

 （７）アルコール健康障害対策基本法 

 （８）アレルギー疾患対策基本法 

 （９）難病の患者に対する医療等に関する 

法律 

 （10）ハンセン病問題の解決の促進に関 

する法律 

 （11）原子爆弾被爆者に対する援護に関 

する法律 

 （12）健康寿命の延伸等を図るための脳 

卒中，心臓病その他の循環器病に係 

る対策に関する基本法 

 （13）歯科口腔保健の推進に関する法律 

 

 

 【評価方法】 

筆記試験またはレポート 
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